
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎北広島市 市民環境部 環境課  
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 これまで普通ごみとして出していた雑紙類を、資源として拠点回収します。 

回収した雑紙は、トイレットペーパーやボックスティッシュなどにリサイクルされます。 

 
ミックスペーパーとして回収できるもの（一例） 

●ティッシュ ●コピー用紙 ●シュレッダー屑 ●カレンダー ●写真 

●封筒（窓付きも可） ●ダイレクトメール ●ノート ●メモ用紙 ●紙皿 

●パンフレット類 ●伝票類 ●はがき ●レシート   など 

回収できないもの⇒普通ごみ 

●油紙 ●ウェットティッシュ 

●ラベル・ステッカー ●シール台紙  

●汚れのひどいもの 

資源回収又はごみステーションへ 
出しましょう 

●新聞 ●雑誌 ●ダンボール  

●紙パック ●紙製容器包装 

・回収バッグ設置場所 
・専用紙袋配布場所 

○大曲出張所  ○西の里出張所   

○西部出張所   ○団地住民センター 

○中央公民館   ○広葉交流センター 

○夢プラザ   ○クリーンセンター 

〇ジョイフルエーケー大曲店 

〇輪厚郵便局 ○シルバー人材センター 

専用紙袋を 

取りに行く 

ミックスペーパー 

を袋に入れる 

ホチキスやガムテ

ープで口を閉じる 

拠点回収バッグ 

へ入れる 

※専用紙袋の配布は、２階
総合案内と４階環境課 

※ホチキス・クリップ・セロハンテープ・コーティング・綴じ紐等が付いていても回収できます。 

○市役所庁舎１階 

(※専用紙袋の配布のみ) 〇西の里会館 



 

ミックスペーパーのリサイクルの流れ 

よくある質問 Q＆A 

Q. 鼻をかんだティッシュも対象となりますか？ 

A. 対象となります。机を拭いたり、多少の汚れが付いたり   

したものも対象となります。 

Q. 汚れのひどいものの例とは？ 

A. ・食品などの固形物が付いているもの・血液が付着してい

るもの・油汚れを拭いたもの・ペットに使用したもの など 

Q. クレヨンや墨汁で書いた紙は対象となりますか？ 

A. 対象となります。ボールペンやマジックなどで書いたもの

も対象となります。 

使用する幅に 
輪切り加工します。 

一般家庭 市の回収拠点 

回収 

（製造工場） 

再生品製造 
トイレットペーパー、ティッシュ、名刺 

シュレッダー屑、ノート、封筒 など 

スーパー・販売店 

納品業者 

（再生製品） 

オフィスビル及び一般家庭 

ミックスペーパーのリサイクルの流れ 

抄紙して原反（ジャンボ
ロール）に巻き取ります。 

紙料を洗浄、精選し、 
さらに殺菌します。  

皆さまから回収した
古紙を溶解します。 

いろいろな形態に 
包装します。 完成 


